
食品安全委員会

委員長 山本 茂貴 殿

厚生労働省発健生0507第2号

令 和 7 年 5 月 7 日

厚生労働大臣 福岡 資麿

（ 公 印 省 略 ）

食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を

行うことが明らかに必要でないときについて（照会）

食品安全基本法（平成
・

15年法律第48号）第24条第1項第6号の規定に基づき、 と畜場

法（昭和28年法律第114号）第14条第6項第2号の厚生労働省令を制定し、 又は改廃し

ようとするときには貴委員会の意見を聴かなければならないこととされているところ、 と

畜場法第14条第6項第2号の規定に基づき、 と畜場法施行規則（昭和28年厚生省令第44

． 号）別表第3を別紙のとおり改正する場合は、 その内容から食品安全基本法第11条第1項

第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解

してよろしいか。
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